
告 示

�愛媛県告示第７６９号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� １―（３，４―ジメトキシフェニル）―２―（メチルアミノ）

プロパン―１―オン（通称名３，４―Dimethoxymethcathinone）

及びその塩類

� １―ペンチル―Ｎ―（キノリン―８―イル）―１Ｈ―インダ

ゾール―３―カルボキサミド（通称名THJ）及びその塩類

� エチル＝２―［１―（５―フルオロペンチル）―１Ｈ―イン

ダゾール―３―カルボキサミド］―３―メチルブタノアート

（通称名５F―AEB、５F―EMB―PINACA）及びその塩類

� メチル＝２―［１―（４―フルオロベンジル）―１Ｈ―イン

ドール―３―カルボキサミド］―３，３―ジメチルブタノアー

ト（通称名MDMB―FUBICA）及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

条例第２条第７号の薬物のうち、県の区域内において濫用され

るおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

平成２８年６月２５日

�������
�愛媛県告示第７７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西条市高田及び国安地域に係る県営土地改良事業計画を変更

したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定に

より、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・高田地区）変更計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２８年６月２７日から７月２５日まで

３ 縦覧場所

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 知事指定薬物の指定……………………………………………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）…５１８
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○ 道路の区域変更（一般国道３２０号）…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…５２０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５２０

○ 道路の区域変更（県道滑床松野線）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５２０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５２０

○ 道路の供用開始（県道長月城辺線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局愛南土木事務所）…５２１

○ 落札者等の告示……………………………………………………………………………………………………………………………………（警察本部会計課）…５２１

公 告

○ ヘリコプターテレビ電送システム地上局の購入………………………………………………………………………………………………（消防防災安全課）…５２１

○ 愛媛県消防学校用実火災体験型訓練装置の購入………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５２２

○ 争議行為の通知の公表…………………………………………………………………………………………………………………………………（労政雇用課）…５２３

○ パソコンネットワーク学習システム等の借入れ……………………………………………………………………………………………………（高校教育課）…５２３

人事委員会規則

○ 愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則………………（人事委員会事務局）…５２４

雑 報

○ 愛媛県市町村職員共済組合公告………………………………………………………………………………………………………………………（市町振興課）…５２７

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２７８４号 平成２８年６月２４日

平成２８年６月２４日金曜日 第２７８４号

愛 媛 県 報
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西条市役所東予総合支所
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�愛媛県告示第７７２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� ア 免許番号 伊区第１３号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 西宇和郡伊方町平礒及び釜木地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれ

た区域

基点 Ａ 西宇和郡伊方町平礒赤碆鼻

Ｂ 西宇和郡伊方町釜木防波堤突端西端

点 ア Ａから１２５度８５メートルの点

イ Ｂから３０８度１２８メートルの点

ウ Ｂから３１度３２４メートルの点

エ Ａから７３度４５２メートルの点

ウ 地元地区 西宇和郡伊方町三崎地区

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 伊区第１４号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 西宇和郡伊方町釜木地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれ

た区域

基点 Ａ 西宇和郡伊方町釜木防波堤突端西端

Ｂ 西宇和郡伊方町釜木コイノ浜西端の標識

点 ア Ａから１９度６８６メートルの点

イ Ａから３７度３０分５７４メートルの点

ウ Ｂから３４２度２６６メートルの点

エ Ｂから３３３度５１１メートルの点

ウ 地元地区 西宇和郡伊方町三崎地区

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

２ 免許予定日

平成２８年１０月１日

３ 申請期間

平成２８年６月２４日から平成２８年９月７日まで

４ 存続期間

� 区画漁業

平成２８年１０月１日から平成３６年３月３１日まで
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�愛媛県告示第７７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市松神子土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２８年６月２４日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第７７１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

バイオセーフティレベル３検査設備
一式

愛媛県農林水産部
農業振興局畜産課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２８年６月１５日
はじめ科学株式会社
愛媛県松山市問屋町３
－７

３７，６５９，６００円 一般競争入札 平成２８年４月２６日

愛 媛 県 報平成２８年６月２４日 第２７８４号

５１９
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�愛媛県告示第７７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山伊予線
松山市古川北一丁目１２５番７から

同市古川北一丁目１２５番９まで
平成２８年６月２４日

〃 〃
松山市和泉南五丁目２５０番５地先から

同市古川北二丁目１９３番３まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３２０号
北宇和郡鬼北町大字奈良２９６５番１１から

同大字２９６３番３まで

旧 ８．９～１１．１ ０．０６１

新 １０．７～１２．７ ０．０６１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３２０号
北宇和郡鬼北町大字奈良２９６５番１１から

同大字２９６３番３まで
平成２８年６月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 滑床松野線
北宇和郡松野町大字目黒５９７番地先から

同大字６５４番４まで

旧 ９．５～１２．４ ０．０２０

新 ９．０～１１．９ ０．０２０

〃 〃
北宇和郡松野町大字目黒６３９番３から

同大字６３７番３まで

旧 ９．８～１２．４ ０．０２３

新 ９．８～１１．９ ０．０２３

愛 媛 県 報平成２８年６月２４日 第２７８４号

５２０
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

ヘリコプターテレビ電送システム地上局の購入

� 購入物品名及び数量

ヘリコプターテレビ電送システム（地上設備） 一式

� 購入物品の内容等

入札説明書による

� 納入期限

平成２９年３月２４日

� 納入場所

入札説明書による

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の８％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６年度から平成２８年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

なお、上記資格を有しない者が、本件入札に参加を希望すると

きは、資格審査を求める申請書類を３�に掲げる場所に提出し、
開札日までに、上記資格を得ること。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 入札参加資格確認申請日から開札日までの間、知事が行う入

札参加資格停止の期間中でない者であること。

� この公告に示した仕様に合致した物品又は同等の物品の納入

実績を有する者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課消防係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 ０８９―９４１―２１１１（代表） ０８９―９１２―２３１６（直通）

�愛媛県告示第７７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７８０号
次のとおり随意契約者を決定した。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 滑床松野線
北宇和郡松野町大字目黒５９７番地先から

同大字６５４番４まで
平成２８年６月２４日

〃 〃
北宇和郡松野町大字目黒６３９番３から

同大字６３７番３まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長月城辺線
南宇和郡愛南町御荘長月１６０８番３から

同町御荘長月１６０１番３まで
平成２８年６月２４日

落札に係る物品等の名称
及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約とした理由

ヘリコプター１２ヵ月定期点
検整備

愛媛県警察本部警務部
会計課
愛媛県松山市南堀端町
２番地２

平成２８年５月１２日
中日本航空株式会社
愛知県西春日井郡豊山町
大字豊場字殿釜２番地

３８，５１２，８００円 地方自治法施行令１６７条の２第８
項による。

愛 媛 県 報平成２８年６月２４日 第２７８４号

５２１



� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出し、又は平成２８年８

月４日（木）正午までに�に掲げる場所に郵送等（書留もしく
は簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ）

により提出すること。

� 入札説明書の交付方法

入札説明書は、公告日から同年７月８日（金）までの間に、

インターネットの愛媛県公式ホームページ（入札情報内の本件

記事）から入手すること。

ただし、これにより難い者は次により直接交付する。

ア 交付期間及び交付時間

公告日から同年７月８日（金）までの日（土、日曜を除く。）

の午前９時から午後５時までとする。

イ 交付場所

�に同じ。
� 開札の日時及び場所

平成２８年８月４日（木）午後２時

愛媛県庁第二別館５階 入札室

� 資格審査に関する照会先並びに申請書提出先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 ０８９―９４１―２１１１（代表） ０８９―９１２―２７７０（直通）

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

本件入札に参加を希望する者は、事前に、入札参加資格確認

申請書を、次の事項のとおり提出すること。

なお、当該申請書の内容に関し、説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。

ア 受領期限

平成２８年７月２０日（水）午後５時までに、３�に掲げる場
所に持参又は郵送等により提出すること。

イ 郵送等による取扱い

郵送等により提出する場合は、平成２８年７月２０日（水）午

後５時までに、３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者のした入札、入札者に求められ

る義務を履行しなかった者のした入札及び会計規則、入札説明

書に違反した入札は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

本件購入物品を納入できると知事が判断した入札者であって、

愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを

落札者とする。

� 契約の成立

この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第５号の規定により、愛媛県議会の議決を得たときに、本契

約として成立する。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased： The

Helicopter television transmission system，１ unit

� Time limit for submission of document for qualification

confirmation：５：００ p．m．，２０ July２０１６

� Time limit of tender：２：００ p．m．，４ August２０１６

（Time limit of tender by registered mail：０：００ p．m．，４

August２０１６）

� For further information，please contact： Firefighting

Section，Traffic Safety，Fire and Disaster Prevention

Division，Disaster Prevention Subdepartment，Public Affairs

and Env i ronment Depar tment， Ehime Pre fec tura l

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２３１６
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県消防学校用実火災体験型訓練装置の購入

� 購入物品名及び数量

実火災体験型訓練装置 一式

� 購入物品の内容等

入札説明書による

� 納入期限

平成２９年２月２８日

� 納入場所

入札説明書による

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の８％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もっ

た契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６年度から平成２８年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

なお、上記資格を有しない者が、本件入札に参加を希望すると

きは、資格審査を求める申請書類を３�に掲げる場所に提出し、
開札日までに、上記資格を得ること。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 入札参加資格確認申請日から開札日までの間、知事が行う入

札参加資格停止の期間中でない者であること。
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� この公告に示した仕様に合致した物品又は同等の物品を納入

できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先

愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課消防係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 ０８９―９４１―２１１１（代表） ０８９―９１２―２３１６（直通）

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出し、又は平成２８年８

月４日（木）正午までに�に掲げる場所に郵送等（書留もしく
は簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。）

により提出すること。

� 入札説明書の交付方法

入札説明書は、公告日から平成２８年７月８日（金）までの間

に、インターネットの愛媛県公式ホームページ（入札情報内の

本件記事）から入手すること。

ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。

ア 交付期間及び交付時間

公告日から平成２８年７月８日（金）までの日（土、日曜を

除く。）の午前９時から午後５時までとする。

イ 交付場所

�に同じ。
� 開札の日時及び場所

平成２８年８月４日（木）午後４時

愛媛県庁第二別館５階 入札室

� 資格審査に関する照会先並びに申請書提出先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 ０８９―９４１―２１１１（代表） ０８９―９１２―２７７０（直通）

４ その他

� 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

本件入札に参加を希望する者は、事前に入札参加資格確認申

請書を、次の事項のとおり提出すること。

なお、当該申請書の内容に関し、説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。

ア 受領期限

平成２８年７月２０日（水）午後５時までに、３�に掲げる場
所に持参又は郵送等により提出すること。

イ 郵送等による取扱い

郵送等により提出する場合は、平成２８年７月２０日（水）午

後５時までに、３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者のした入札、入札者に求められ

る義務を履行しなかった者のした入札及び会計規則、入札説明

書に違反した入札は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

本件購入物品を納入できると知事が判断した入札者であって、

愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを

落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased： A

portable fire training unit，１ set

� Time limit for submission of document for qualification

confirmation：５：００ p．m．，２０ July２０１６

� Time limit of tender：４：００ p．m．，４ August２０１６

（Time limit of tender by registered mail：０：００ p．m．，４August

２０１６）

� For further information，please contact： Firefighting

Section，Traffic Safety，Fire and Disaster Prevention

Division，Disaster Prevention Subdepartment，Public Affairs

and Env i ronment Depar tment， Ehime Pre fec tura l

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２３１６
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争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野�から次のとおり争議
行為を行う旨の通知が平成２８年６月１３日あったので公表する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２８年度夏季一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２８年６月２７日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

公益財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

公益財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

又は併用して実施する。
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２８年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

パソコンネットワーク学習システム等の借入れ

� 借入物品名及び数量

パソコンネットワーク学習システム等一式（サーバー２台、

パーソナルコンピュータ８２台、ペンタブレット８２台、プリンタ

７台、スキャナ１台、プロジェクタ２台、スクリーン１台、周

辺機器一式、ソフトウェア一式、搬入、据付け、調整等一式）
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人事委員会規則

� 借入物品の内容等

仕様書による。

� 借入期間

平成２８年９月１５日から平成３３年９月１４日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

ア 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２６年度、

平成２７年度及び平成２８年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当する

もの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに、要求する仕様の機器を確実に納入で

きる体制が整備されていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守の体制が整備されていることを証明した

者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課施設管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２９５１

� 入札書の受領期限

平成２８年８月３日（水）午後２時

� 入札説明書の交付方法

平成２８年６月２４日（金）から７月１５日（金）までの執務時間

中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までをいう。）に�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２８年８月３日（水）午後２時

愛媛県庁第１別館１０階教育委員室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２８年７月１９日（火）午後５時１５分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computer

Equipment and Related Services for Installing Terminal

Unit，for the prefectural school computer rooms（Local Area

Network），１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，３ August２０１６

（tenders submitted by mail：５：１５ p．m．，２ August２０１６）

� For further information， please contact： Facilit ies

Administration Section，High School Education Division，

Guidance Department， Ehime Prefectural Board of

Education，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２９５１

�愛媛県人事委員会規則１３－１７６
愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２８年６月２４日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１７）の一部を次の

ように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

委託地方

公共団体
機 関 職

委託地方

公共団体
機 関 職

省略 省略

�万高原

町

省略 �万高原

町

省略

教育委

員会

事務局 事務局長 教育委

員会

事務局 教育長 事務局長

省略 省略

省略 省略

松前町 省略 松前町 省略

町長部

局

本庁 部長 理事 課長

会計管理者 総務課長補佐

（人事を担当するものに限

る。） 財政課長補佐（予

算 を 担 当 す る も の に 限

る。） 総務課職員係長

財政課財政係長

町長部

局

本庁 部長 理事 課（室）長

会計管理者 総務課長補佐

財政課長補佐（予

算 を 担 当 す る も の に 限

る。） 総務課職員係長

財政課財政係長

省略 省略

省略 省略

省略 省略

内子町 省略 内子町 省略

教育委

員会

事務局 課長 教育委

員会

事務局 教育長 課長

省略 省略

省略 省略

伊方町 省略 伊方町 省略

町長部

局

本庁 課長 課付課長 会計管理

者 総務課総務管理室長

総合政策課財政管理室長

総務課主任（人事を担当す

るものに限る。） 総合政

策課主任（予算を担当する

ものに限る。）

町長部

局

本庁 課長 課付課長 会計管理

者 総務課総務管理室長

財政課財政管理室長

総務課主任（人事を担当す

るものに限る。） 財政課

主任 （予算を担当する

ものに限る。）

出先

機関

支所 支所長 出先

機関

支所 総合支所長

省略 省略

保健セ

ンター

（伊方

町中央

保健セ

ンター

に限る

。）

所長

省略 省略

松野町 省略 松野町 省略

教育委

員会

事務局 課長 教育委

員会

事務局 教育長 課長

省略 省略
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

省略 省略

鬼北町 省略 鬼北町 省略

町長部

局

本庁 課（室）長 会計管理者

総務財政課庶務係長 総務

財政課財政係長

町長部

局

本庁 課（室）長 会計管理者

企画財政課財政係長 総務

課庶務係長

省略 省略

省略 省略

愛南町 省略 愛南町 省略

町長部

局

省略 町長部

局

省略

出先

機関

省略 出先

機関

省略

クリー

ンセン

ター

所長

省略 省略

教育委

員会

事務局 課（室）長 御荘

Ｂ＆Ｇ海洋センター所長

教育委

員会

事務局 教育長 課（室）長 御荘

Ｂ＆Ｇ海洋センター所長

省略 省略

省略 省略

省略 省略

高知県宿

毛市愛媛

県南宇和

郡愛南町

篠山小中

学校組合

高知県宿

毛市愛媛

県南宇和

郡愛南町

篠山小中

学校組合

教育委員会事務局 教育長

省略 省略

省略 省略

備考

１・２ 省略

３ この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第２６条第１項に規定する

職員により構成される機関をいう。

備考

１・２ 省略

３ この表中「農業委員会事務局」とは 農業委員会等に関

する法律（昭和２６年法律第８８号）第２０条第１項に規定する

職員により構成される機関をいう。
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雑 報

�愛媛県市町村職員共済組合公告
愛媛県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成２７年度決算の要旨を公告する。

平成２８年６月２４日

愛媛県市町村職員共済組合

理事長 �須賀 功

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短期 長期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 預託金管理 経過的長期
預託金管理 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資

負担金
４，４４１，６５９

７，３７５，４０７ ５，４４０，４８３ ３２２，１９１ １１，４５１ １６５，０４７
２２６，６８４

３７９，５８４

掛金・組合員保険料
４，５１５，３０９

３，６９９，９１１ ３，６９８，２８４ ３２２，１８５
１７４，５５４

３９２，２１９

収
施設収入・商品売上 ９５，６８１

受取手数料 １２，６４６

利息及び配当金
１７７

５４，４９７ ５０，７０５ ９０
１１９

７３ ７０９，０５１ １，１５８ １
１５

組合員貸付金利息 １２３，６１６

入
その他収入

４０２，５８８
５３，８４３

２０
４１，８８８ １２，６２１ ４１３ ３３３

補助金
５，２５５

他経理から繰入金 ２９，４４８ ２４，０００

前年度繰越支払準備金
６６７，５５４

計
１０，０２７，２８７

１１，０７５，３１８ ９，１３８，７６７ ６４４，３７６ １１，４５１ ５４，４９７ ５０，７０５ ２４８，４２８
４０１，３７７

１６１，６４２ ７２１，６７２ １２５，１８７ １２，９８０
７７１，８１８ ５，２５５

給付
４，４４５，９６０

役職員給与 １０８，６５１
１３，１６５

４７，５７５ ２４，１８８ ７，４９９

厚生費 １１９
３１２，７２２

２６ １３ ８
５，２２９

支
特定健康診査等費

１９，１３２

旅費・事務費 １１，０２５
３，６４９

１，３７５ ３，２５０ ２，２０３ ４４４

商品仕入 ２５２

飲食材料費

委託費・委託管理費 ３，９７３
４３６

１９，６６２ １９２ １３６ ６９

支払利息 ５４，４９７ ５０，７０５ ５１６，９８４ １０３，７０５ ４，０６７
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連合会払込金・拠出金
４９７，３４１

６，９７２

前期高齢者納付金
２，３７７，３０２

後期高齢者支援金
１，７０６，３５７

老人保健拠出金
５４

退職者給付拠出金
１６５，９８４

介護納付金
７６５，５００

出

負担金払込金・掛金払込金・
保険料払込金 １１，０７５，３１８ ９，１３８，７６７ ６４４，３７６ １１，４５１

他経理へ繰入金
２９，４４８ ２４，０００

その他支出
２５５，６２３

１１２，８４７
４３，２１１

７７，５１８ ２３，５８１ ５，９６２ ４，３２８
６０９ ２６

次年度繰越支払準備金
６９６，０４５

計
１０，１７４，１１４

１１，０７５，３１８ ９，１３８，７６７ ６４４，３７６ １１，４５１ ５４，４９７ ５０，７０５ ２３６，６１５
４１６，３１５

１４６，４０８ ５６８，２０８ １２６，４８５ ８，９０８
７６６，１０９ ５，２５５

差引当期利益金又は当期損失金（△）
△１４６，８２７

０ ０ ０ ０ ０ ０ １１，８１３
△１４，９３８

１５，２３４ １５３，４６４ △１，２９８ ４，０７２
５，７０９ ０

貸借対照表の要旨

資
流動資産 ７７７，３４１ ２，８８１，６７１ １，２６２，１９４ ８７，５１５ １，５５９ １３７，６５５ １９７，４７５ ３８９，０９８ ４５９，３７８ ３１８，８２９ １７，４９８，７３７ １３８，２７８ ３９３，１１０

産
固定資産 ４，３９６，６９１ ４，０２２，５７６ ６９４ １ ７７１，８３３ ３８，７７７，３３２ ４，３２２，２３５

繰延資産

資 産 合 計 ７７７，３４１ ２，８８１，６７１ １，２６２，１９４ ８７，５１５ １，５５９ ４，５３４，３４６ ４，２２０，０５１ ３８９，７９２ ４５９，３７９ １，０９０，６６２ ５６，２７６，０６９ ４，４６０，５１３ ３９３，１１０

負
流動負債 １６，４１７ ２，８８１，６７１ １，２６２，１９４ ８７，５１５ １，５５９ ７，１２４

１０，３４５
６，２９４ ５１，３２７，７１５ １，６５６ ８，２６４

２，８５７

債
固定負債 ６９６，０４５ ４，５３４，３４６ ４，２２０，０５１ ２０３，８１３

４３，４３３
２５，８０３ ２１，５７７ ４，０６５，３１２ ３１９，１１５

負債合計 ７１２，４６２ ２，８８１，６７１ １，２６２，１９４ ８７，５１５ １，５５９ ４，５３４，３４６ ４，２２０，０５１ ２１０，９３７ ５６，６３５ ３２，０９７ ５１，３４９，２９２ ４，０６６，９６８ ３２７，３７９

純 資本剰余金 ９４５，４３２

資 利益剰余金又は欠損金（△）
５３，０６１

１７８，８５５
４０２，７４４

１１３，１３３ ４，９２６，７７７ ３９３，５４５ ６５，７３１
１１，８１８

産 純資産合計 ６４，８７９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １７８，８５５ ４０２，７４４ １，０５８，５６５ ４，９２６，７７７ ３９３，５４５ ６５，７３１

負 債 ・ 純 資 産 合 計 ７７７，３４１ ２，８８１，６７１ １，２６２，１９４ ８７，５１５ １，５５９ ４，５３４，３４６ ４，２２０，０５１ ３８９，７９２ ４５９，３７９ １，０９０，６６２ ５６，２７６，０６９ ４，４６０，５１３ ３９３，１１０

（注）短期経理の上段は短期、下段は介護に係るもの
（注）長期経理、預託金管理経理は、平成２７年１０月１日の被用者年金一元化のため、平成２７年９月３０日決算に係るもの
（注）保健経理の上段は保健、下段はメンタルヘルス対策事業に係るもの
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